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「宮城県警察における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を

定める訓令」の改正（案）に対する意見募集について

宮城県警察では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律

第65号）第10条第１項の規定に基づき、政府が定める障害を理由とする差別の解消の

推進に関する基本方針（以下「基本方針」といいます。）に即して、宮城県警察にお

ける障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定める訓令（以下「訓令」

といいます。）を策定しています。

この度、基本方針が改正されたのを踏まえ、訓令の改正を検討していることから、

これに対する県民の皆様の御意見をお寄せください。

１ 意見を募集する案件名

「宮城県警察における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領を定

める訓令」の改正（案）

２ 公表資料

⑴ 訓令改正（案）の概要

⑵ 訓令改正（案）

⑶ 訓令改正（案）反映後の訓令

３ 関係資料の公表場所

宮城県警察ホームページ、宮城県警察本部警察情報センター、宮城県庁県政情報

センター及び各地方振興事務所県政情報コーナー（仙台地方振興事務所を除く。）

４ 意見募集期限

令和６年３月13日（水）から令和６年４月12日（金）までの間

なお、郵送の場合は、当日消印まで有効です。

５ 意見の提出方法

電子メール、郵送又はファクシミリのいずれかの方法により提出してください。

６ 意見の提出先

⑴ 電子メール

電子メールアドレス so-ki-public@mail.police.pref.miyagi.jp

⑵ 郵送

〒980－8410

仙台市青葉区本町３丁目８番１号

宮城県警察本部総務部総務課企画係

⑶ ファクシミリ

ファクシミリ番号 022-263-7411
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７ 意見提出時の留意事項

⑴ 御意見を記載される様式は問いませんが、「訓令に対する意見」と記入してく

ださい。

なお、電子メールで送付される場合は、ファイルの添付は行わず、メール本文

に御意見を記載してください。（セキュリティ上、添付ファイルの内容は確認い

たしませんので御了承ください。）

⑵ 氏名（団体又は企業の場合は、その名称及び代表者の氏名）、住所及び連絡先

を記載の上、御意見を提出してください。

⑶ 使用する言語は、日本語とします。

⑷ 電話による御意見は受付いたしませんので御了承ください。

８ 意見の取扱い

⑴ 御意見につきましては、訓令の改正に当たり参考とさせていただき、後日、御

意見に対する県警察の考え方を公表いたします。ただし、賛否の結論だけを示し

たものや趣旨が不明瞭なものにつきましては、県警察の考え方を示さない場合が

ありますので、御了承ください。

なお、公表の際は、御意見をお寄せいただいた方の氏名（団体又は企業名）等

を公表する場合があります。

⑵ 個々の御意見に対し、直接の回答はいたしませんので、御了承ください。

９ 今後の予定

皆様から頂いた御意見を踏まえて訓令の改正について検討し、改正した後は公表

することとしています。

10 お問合せ先

宮城県警察本部総務部総務課企画係

電話 022－221－7171（内線 2682、2687、2688）

※ お問合せは、土・日曜日、祝日を除く、午前９時から午後４時までの間にお

願いします。


